
議案番号 件　　名 議決日 結　果

垂井町役場の位置を定める条例の一部改正について

新庁舎建設事業に向け新たな役場の位置を定める必要があるため、
所要の改正を行うもの。

土地及び建物の取得について

新庁舎建設事業に活用することを目的として、土地及び建物を取得
するもの。

平成２８年度垂井町一般会計補正予算（第２号）

１，０９８万４千円を減額し、予算総額８８億９，７２３万５千円
とし、新庁舎基本計画・基本設計業務４，０８１万４千円を債務負担
行為として定めるもの。

原案可決

平成２８年第３回垂井町議会臨時会の会議結果

（会期：平成２８年６月２３日　１日間）

議第５６号 6月23日 原案可決

議第５７号 6月23日 原案可決

議第５８号 6月23日


